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〜
平
成
21
年
度
の
運
用
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
〜

◆
情
報
公
開
制
度
と
は

　

日
野
町
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
4
月
施

行
）
に
基
づ
き
、よ
り
開
か
れ
た
町
政
を
め
ざ
し
、

町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
公
文
書

を
公
開
す
る
制
度
で
す
。

●
公
開
の
請
求
件
数
�
�
�
�
�
�
�
１
件

　

う
ち
公
文
書
の
公
開
を
決
定
し
た
件
数

　
（
部
分
公
開
を
含
む
）�
�
�
�
�
�
１
件

　

＊
公
開
請
求
内
容
お
よ
び
処
理
結
果
は
、
日

野
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
お
知
ら
せ
し
て

い
ま
す
。

◆
個
人
情
報
保
護
制
度
と
は

　

日
野
町
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
15
年
10
月

施
行
）
に
基
づ
き
、
町
が
所
有
す
る
町
民
の
皆

さ
ん
の
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
必
要

な
ル
ー
ル
を
定
め
、
皆
さ
ん
が
自
分
の
情
報
を

見
た
り
訂
正
し
た
り
す
る
権
利
な
ど
を
保
障
し
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
よ
り
一
層
保
護
し
公
正
で
信

頼
さ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の
制
度

で
す
。

　

町
で
は
、
５
６
，２
２
４
件
の
公
文
書
を
所
有
し
て
い
ま
す
（
平
成
21
年
度
末
現
在
）。

　

日
野
町
情
報
公
開
条
例
と
日
野
町
個
人
情
報
保
護
条
例
の
定
め
に
よ
り
、
１
年
間
の
運
用
状
況

を
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
数

３
０
９
件

　

個
人
情
報
（
自
己
情
報
）
の

開
示
請
求
等　

1
件

町
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

　

町
が
作
成
し
た
刊
行
物
な
ど
を
自
由
に
閲
覧

で
き
る
コ
ー
ナ
ー
を
役
場
庁
舎
１
階
に
設
置
し

て
い
ま
す
。

日
野
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
毎
日
の
生
活
に

役
立
つ
暮
ら
し
の
情
報
を
は
じ
め
、
町
の
い
ろ

い
ろ
な
情
報
を
町
民
の
皆
さ
ん
に
発
信
し
て
い

ま
す
。

情
報
提
供
の
充
実
を
め
ざ
し
て

◆
問
い
合
わ
せ
先　

　

企
画
振
興
課　

企
画
人
権
担
当
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�
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有
線
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3

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　
　

http://w
w

w
.tow

n.shiga-hino.lg.jp/

　平成22年4月から、児童手当制度に変わり、子ども手当制度が始まりま
した。この制度は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するた
め、中学校修了までの子ども１人につき月額1万3千円を親等に支給する
制度です。
　子ども手当現況届は、現在の児童の養育状況を確認し、子ども手当を引
き続き受けることができるかどうかを確認するものです。
　現況届の提出期限は、6月30日(水)までとなっています。対象の方へは、
役場から現況届を発送しますので、届いた方につきましては、手続きをし
てください。なお、この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられ
なくなりますので、ご注意ください。
　※平成22年度においては、平成22年4月1日現在子ども手当の支給要

件に該当する方で、新規認定請求の手続きをされた方については、現
況届の提出は必要ありません。ただし、別居監護の方については現況
届が必要となる場合があります。

◆提出・問い合わせ先　福祉課  福祉担当　☎�6573　有線⑤7772

子ども手当現況届は
6 月 30 日までに

水 道 週 間

「水道に
　寄せる信頼
　　飲む安心」

この機会に今一度
水道について考えてみましょう

6月1日（火）
〜7日（月）
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